
 

 

住民監査請求に係る監査結果の公表 

（令和７年11月25日受付、令和８年１月22日決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市報定期第221号 別冊 
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第１ 監査の結果 

   本件請求について、請求人の主張に理由がないと認めます。（棄却） 

 

第２ 請求の受付 

 １ 請求人 

   (略) 

 

 ２ 請求書の提出日 

   令和７年 11 月 25 日 

 

 ３ 請求の内容 

   請求の内容は、おおむね別紙１のとおりです。 

 

 ４ 要件審査 

   監査委員は、令和７年 12 月８日に要件審査を行い、本件請求が地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号。以下「法」といいます。）第 242 条所定の要件を備えているものと認め、

監査を実施することを決定しました。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査対象事項の決定 

   令和７年４月23日に、同年４月30日の大阪•関西万博の会場視察に係る出張（以下「本

件出張」といいます。）の旅費として特定職員１名（以下「本件職員」といいます。）に

支出された前渡金のうち、精算により戻入されなかった金額について、横浜市の財産の管

理を怠る事実があるか否かを監査対象事項としました。 

   なお、本件住民監査請求は、職員措置請求書に基づき要件を審査して監査対象事項を決

定しており、また、請求書の提出から60日以内に監査を実施するという制度上の制約から、

追加証拠書類等で新たに示された内容（副市長及び副市長随行職員の出張に関すること及

び監査対象局職員の出退勤の管理方法等）は監査対象事項に含めていません。 
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 ２ 監査対象局 

   脱炭素・GREEN×EXPO 推進局を監査対象局としました。 

 

 ３ 証拠の提出及び陳述の聴取 

   監査委員は、法第 242 条第７項の規定に基づき、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を

設け、令和７年 12 月 19 日に追加の証拠の提出を受けるとともに、令和７年 12 月 24 日に

陳述を聴取しました。 

   また、監査委員は、令和７年 12 月 19 日に監査対象局から見解書（別紙２のとおり）の

提出を受けるとともに、令和７年 12 月 24 日に監査対象局職員から陳述を聴取しました。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 請求人及び監査対象局職員の陳述 

   請求人及び監査対象局職員から聴取した陳述内容は、おおむね別紙３のとおりです。 

 

 ２ 事実関係の確認 

   請求人からの提出書面及び請求人の陳述、監査対象局からの提出書面及び監査対象局職

員の陳述並びに監査委員の調査により、監査対象事項について、次の事実を認めました。 

  (1) 横浜市における出張旅費の支給に関する定めについて 

    横浜市職員の旅費に関しては、横浜市旅費条例（昭和23年10月横浜市条例第73号。以

下「旅費条例」といいます。）第１条の規定により、公務のための旅行には旅費を支給

するとされています。そして、内国旅行における鉄道賃は、旅費条例第６条の規定によ

り、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並び

に座席指定料金により計算することとされています。 

横浜市旅費条例（抜粋） 

第１条 本市職員その他の者で、公務のため旅行するときは、別に定めるもののほ

か、この条例の定めるところにより、旅費を支給する。 

 

第６条 鉄道賃は、次の各号に従い、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)

急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定

料金によりこれを計算する。 
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    また、職員の旅費の支給に関しては、横浜市職員出張及び旅費支給規程（平成 12 年

10 月横浜市達第 22 号。以下「旅費支給規程」といいます。）があり、職員は、出張を

必要とするときは、出張に係る決裁を受けなければならないこと（第２条）、出張中、

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張の内容を変更した場合に決

裁を受けなければならないこと（第３条）、旅費の請求方法（第４条）、出張命令取消

等の場合における旅費の取扱い（第５条）などが定められています。 

横浜市職員出張及び旅費支給規程（抜粋） 

（出張の手続） 

第２条 職員は、出張を必要とするときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げ

る命令書、命令簿又は出張を命ずる決裁文書(以下「命令書等」という。)に出張

先、出張する具体的理由又は出張用件、出張帰着月日等を記入して、決裁を受けな

ければならない。 

 

（出張の変更） 

第３条 職員は、出張中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前

条第１項の規定により決裁を受けた命令書等の内容を変更した場合は、当該命令を

取り消し、新たに命令書等に出張先、出張する具体的理由又は出張用件、出張帰着

月日等を記入して、決裁を受けなければならない。 

 

（旅費の請求） 

第４条 出張に係る旅費の支給を受けようとする職員は、次の各号の区分に従い、当

該各号に掲げる請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（出張命令取消等の場合における旅費） 

第５条 出張に係る旅費の支給を受けることができる職員が、当該出張前又は出張中

に、当該出張の命令を取り消され、第 3 条の規定により出張命令書等の内容を変更

し又は死亡した場合において、当該出張のために支出すべき金額があるときは、当

該金額のうち次に掲げるものを旅費として支給することができる。 

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設

の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、

払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が

当該出張について横浜市旅費条例(昭和 23 年 10 月横浜市条例第 73 号。以下「条

例」という。)又は横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和 35 年 5 月横浜市規則

第 32 号。以下「規則」という。)の規定により支給を受けることができた鉄道賃、

船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。 

(2) 鉄道、船舶、航空機その他の交通手段又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用

の予約を行った後に、当該予約の変更又は取消しを行った場合に当該予約の相手方

に対して支払うこととされている当該予約の変更又は取消しに要する費用で、当該

予約の変更又は取消しを行ったことにより請求されたもの 

(3) 外国出張に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金

額で、当該外国出張について規則の規定により支給を受けることができた外貨交換

手数料の範囲内の額 
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    このほか、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」といいます。）

により、出張に係る旅費を資金前渡することができること（施行令第 161 条第１項第４

号）及び概算払することができること（施行令第 162 条第１号）が定められています。

そして、横浜市会計規則（令和６年３月横浜市規則第 26 号。以下「会計規則」といい

ます。）第 47 条第２項には、旅費及び費用弁償の精算手続については、別に定める旨

が定められており、横浜市会計室が発行している「横浜市会計事務要領」（令和７年４

月１日版）に、精算手続に係る必要書類等が示されています。また、会計規則第 50 条

には、概算払の精算について定められています。 

地方自治法施行令（抜粋） 

（資金前渡） 

第 161 条 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払

をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 

(4) 給与その他の給付 

 

第 162 条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。 

(1) 旅費 

 

横浜市会計規則（抜粋） 

（前渡金の精算） 

第 47 条  

２ 前項の規定にかかわらず、旅費及び費用弁償の精算手続については、別に定め

る。 

 

（概算払の精算） 

第 50 条 概算払を受けた者は、用件を終了した日の翌日から起算して 30 日以内に、

領収書等を添え、精算に係る報告書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告書を受理したときは、精算書を作成しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、概算払による旅費(費用弁償を除く。)の精算手続に

ついては、別に定める。 

 

    なお、これらの旅費に関する法令等を総合的に取りまとめ、事務上の取扱いを示した

マニュアルとして、横浜市総務局人事部労務課が発行している「旅費取扱いの手引き」

（令和７年３月改訂版。以下「旅費手引き」といいます。）及び「旅費支給事務の手引

き」（令和７年４月）があります。 

  (2) 本件出張に係る決裁等について 

    監査対象局では、GREEN×EXPO 2027の開催に向けて、会場運営や輸送、暑熱対策の検

討等のため、大阪府大阪市で開催されていた大阪・関西万博へ会場視察のための出張を
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計画し、本件職員が出張する予定となっていましたが、出張は取りやめることとなりま

した。 

   ア 出張命令 

     本件職員が行う予定であった本件出張については、令和７年４月 30 日の６時 15 分

から 19 時 15 分までを出張期間とする出張命令が、副市長により決裁されていること

が認められます。監査対象局からの聞き取りによると、この決裁は令和７年４月 23

日に行われたとのことです。 

   イ 執行伺 

     本件職員が行う予定であった本件出張については、急行券及び乗車券を購入するた

めの起案（執行伺）が、令和７年４月 23 日に課長決裁として起案され、令和７年４

月 23 日に決裁されていることが認められます。所管課によると、本件出張に係る旅

費については、本人からの申し出により資金前渡することとしたとのことであり、こ

の執行伺においては、本件職員の旅費及び乗車券の購入分の金額として 33,440 円、

全体としては別の職員１人の旅費と合わせて 74,920 円が計上されています。 

     旅費の項目、内訳等を資料からまとめると、次のとおりです。 

旅費 金額  経路・交通機関 運賃 急行料金 

交通費 30,440 内訳 

桜⽊町〜新横浜〜新⼤阪 8,580 6,210 
新⼤阪〜本町〜夢洲 430 0 
夢洲〜本町〜新⼤阪 430 0 

新⼤阪〜新横浜〜桜⽊町 8,580 6,210 
日当 3,000 

合計 33,440 

 

   ウ 支出命令 

     執行伺を受けた支出命令が、令和７年４月 23 日に課長決裁として起案され、令和

７年４月 23 日に決裁されていることが認められます。この支出命令では、執行伺に

より決定された 74,920 円と同額が、令和７年４月 25 日に、前渡金管理者である、脱

炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課長に支払われていることが添付資料か

ら認められます。 

   エ 精算 

     支出命令の精算の起案は、令和７年５月 19 日に課長決裁として起案され、令和７
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年６月６日に決裁されています。この起案において、出張予定者が出張を急きょ取り

やめることとなった旨、乗車券及び特急券は払戻しが不可であることから日当及び現

地での鉄道賃を戻入する旨が記載されており、別の職員１人の旅費と合わせて、精算

額 71,060 円、返戻額 3,860 円とされています。また、この 3,860 円については前渡

金管理者により納付されたことが添付資料から認められます。 

     この精算のうち、先の本件職員に係る旅費について返戻された金額は次の表の網掛

けの部分のとおりです。その他の旅費として支給された金額 29,580 円については、

精算されたことが認められます。 

旅費 金額  経路・交通機関 運賃 急行料金 

交通費 30,440 内訳 

桜⽊町〜新横浜〜新⼤阪 8,580 6,210 
新⼤阪〜本町〜夢洲 430 0 
夢洲〜本町〜新⼤阪 430 0 

新⼤阪〜新横浜〜桜⽊町 8,580 6,210 
日当 3,000 

合計 33,440 

 

     会計規則第 47 条第１項及び同条第１項第４号によると、前渡金管理者は、用件を

終了した日の翌日から起算して 14 日以内に、精算書を作成し、市長に提出しなけれ

ばならないとされているところ、起案では、「当該金額については、14 日を過ぎて

返還が行われたため、本日精算を行います。」とされています。なお、横浜市会計事

務要領によると「旅費の資金前渡に係る精算は、前渡金管理者が当該旅費の受領者

（出張者）から旅費請求書（兼領収書）に領収印を徴し、保管することをもってこれ

に代えるものとします。」とされており、精算の起案には、４月 25 日に領収印が押

されている旅費請求書兼領収書が添付されていることが認められます。 

横浜市会計規則（抜粋） 

(前渡金の精算) 

第 47 条 前渡金管理者は、精算書を作成し、次に掲げるところにより領収書又は支

払を証する書類及び第 40 条第１項の規定に準ずる書類(以下「領収書等」とい

う。)を添え、市長に提出しなければならない。ただし、第 43 条第１項第２号に掲

げる経費については領収書等の添付を省略することができ、及び横浜市欧州事務

所、横浜市アジア事務所又は横浜市米州事務所(以下「欧州事務所等」という。)の

前渡金管理者に支出した令第 161 条第１項第１号に掲げる経費(以下「欧州事務所

等に係る経費」という。)については欧州事務所等の前渡金管理者が領収書等を保

管し、かつ、支払を説明する書類を添付することにより領収書等の添付に代えるこ

とができる。 
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(4) 前３号の経費以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して 14

日以内に提出すること。 

 

     また、会計規則第 50 条によると、概算払を受けた者は、用件を終了した日の翌日

から起算して 30 日以内に、領収書等を添え、精算に係る報告書を市長に提出しなけ

ればならないとされていますが、本件職員による概算払金の精算に係る報告書は、作

成されていませんでした。 

  (3) 本件出張命令の決定から精算までの期間における本件職員の状況について 

    監査対象局からの聞き取りによると、本件出張命令の決定から精算までの期間におけ

る本件職員の状況については、次のとおりです。 

    本件職員は、４月 23 日に、本件出張の出張命令を受けたとのことです。 

    本件職員は、４月 25 日、前渡金管理者から旅費 33,440 円を受領し、同日にそのうち

29,580円を用いて、往復乗車券(17,160円)１枚及び特急券（6,210円）２枚（以下「本

件乗車券等」といいます。）を購入し、以降、本件乗車券等は本件職員が管理していた

とのことです。 

    そして、本件職員は、本件出張前日である４月 29 日に体調不良となり、その後、４

月 30 日に急きょ、私傷病により入院したとのことです。 

    本件職員の所属職場は、４月 30 日の朝に、本件職員の親族から、本件職員が体調不

良であり出張に行けない旨の連絡を受け、同日に出張の取消に係る手続を行い、同日に

決裁を受けたとのことです。その後、本件職員の状況の確認を随時行っていたものの、

本件職員自身が対応困難な様子なども踏まえ、当該旅費 33,440 円についての返金に係

る対応等の連絡を行ったのは、５月 14 日だったとのことです。このとき、乗車券等に

ついては鉄道会社の制度上、払戻期限を過ぎていることが明らかであったため、未使用

の券の送付を求め、５月 16 日に、乗車券等の未使用の券を本件職員の親族から受領し

たとのことです。 

  (4) 本件出張に係る旅費の払戻し等の扱いについて 

    旅費条例第１条によると、公務のため旅行するときは旅費を支給するとされています。

本件出張については、上記２(3)のとおり出張を行わなかったため、旅費条例第１条に

は当たりませんが、このような場合の旅費の支給について、旅費支給規程第５条に出張

命令取消等の場合における旅費の定めがあります。 

    旅費支給規程第５条について、本件出張に関連する部分として、鉄道等を予約するた
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め支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることがで

きなかった額及び鉄道等の予約を行った後に、当該予約の変更又は取消を行った場合に

当該予約の相手方に対して支払うこととされている当該予約の変更又は取消に要する費

用で、当該予約の変更又は取消を行ったことにより請求されたもの（以下「キャンセル

料等」といいます。）については、旅費として支給することができると定められている

ことが認められます。 

    このキャンセル料等について、払戻手続を行わなかった場合や、変更又は取消ができ

なかった場合については明文の定めがありません。そこで、制度所管部署である総務局

労務課に確認したところ、鉄道等の予約について払戻しの手続を行えないケースは想定

していないものの、出張命令の変更等を受けた職員が当該出張のために支出した損失額

等（払戻手続を行えなかった事由や、それにより払戻しを受け得なかった部分の金額）

について、それらを証明する書類等から出張に関する決裁権者が判断し認めるのであれ

ば、キャンセル料等として旅費支給することができるとのことでした。 

    また、監査対象局に本件出張に係る旅費の扱いについて確認したところ、上記２(2)

エで確認した 29,580 円の精算にあたって、キャンセル料等の扱いを踏まえ、本件乗車

券等の払戻期限である４月 30 日及び５月７日を含む期間に本件職員が入院中であった

ことから、払戻手続を行えなかったことはやむを得ない事情であると考え、予約のため

に使用した額を旅費支給規程第５条第１号の趣旨を踏まえて支給したとのことです。 

 

 ３ 監査委員の判断 

   以上を踏まえ、監査委員は、次のとおり判断しました。 

  (1) 本件出張に係る出張命令、執行伺及び支出命令の手続について 

    一般に、職員に旅費を支給するにあたっては、事前に旅費の支給を受ける場合と、事

後に旅費の支給を受ける場合があります。前者については、旅費は、その性質上、支出

の根拠となる債権金額が出張の完了を待たなければ確定しないところから、概算払の方

法によるものと解されます。後者については、出張完了後であるため確定した金額の支

払となります。また、旅費の支給の方法としては、直接職員本人の口座へ振り込むこと

や、前渡金管理者が旅費を請求し、前渡金管理者に交付された旅費を、職員へ現金で支

給することが考えられるところ、旅費支給事務の手引きによると、「原則として旅費を

資金前渡せず、直接職員本人の口座へ振り込むことになります。」とされています。 
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    本件出張については、上記２(2)及び(3)で確認したとおり、旅費の支給を事前に現金

で行ったものと認められます。以下、これを前提に各手続について判断します。 

   ア 出張命令 

     本件出張に係る出張命令について、横浜市事務決裁規程（昭和 47 年８月横浜市達

第 29 号）に定められる決裁権者により決裁されており、適正に行われていることが

認められます。 

   イ 執行伺 

     本件出張に係る執行伺では、本件旅費について資金前渡する意思決定がなされてい

ます。 

     旅費は、施行令第 161 条第１項第４号に定められているとおり資金前渡することが

でき、また、施行令第 162 条第１項第１号に定められているとおり概算払することが

できます。一般に、地方公共団体の支出は、原則として、債務金額が確定し、支払期

限が到来しており、支出の相手方が正当債権者である場合に行うこととされていると

ころ、これに対する特例として、資金前渡、概算払などの支出方法が定められている

と解されます。また、横浜市会計事務要領では、資金前渡は、その必要があると認め

るときに限り行うことができるものであるとされています。 

     一方、本件出張に係る執行伺は、支出負担行為額が 74,920 円であるため横浜市事

務決裁規程に定められる決裁権者は部長であるところ、課長により決裁されており、

事務手続の誤りが認められます。 

横浜市事務決裁規程（抜粋） 

 

（市長の決裁事項等） 

第３条 市長の決裁事項並びに副市長、局長、部長及び課長の専決事項は、別表第１

のとおりとする。ただし、第２条第１項第６号に定める室長の専決事項について

は、その室の所掌する事務のうち、各局において別途定めるものに限ることとす

る。 

 

別表第１（抜粋） 

５ 予算の編成及び執行に係る事項 

部長専決事項 課長専決事項 

(12) １件400,000円未満(区役所にお

ける支出であって、予算再配当の際

に局長の専決を受けた場合にあって

は、40,000 円以上)の諸費用の支出

に関すること。 

(10)の６ １件 40,000 円未満の

諸費用の支出に関すること。 
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横浜市事務決裁規程の全部改正について（昭和 47 年８月）（抜粋） 

 

第２ 別表第１に関する事項 

 ５ 予算の編成及び執行に係る事項 

  (11) 局長(17)、部長(12)、課長(10)の６における「諸費用の支出」とは、他の

項目に該当しない費用の支出をいい、１節報酬(予算規則第 18 条第２項の規定の適

用のあるものを除く。)、５節災害補償費(地方公務員災害補償法の適用を受けない

職員に係るものに限る。)、８節(パートタイム会計年度任用職員及び総務局長が定

めるものの通勤に係る費用弁償を除く。)及び９節交際費の執行として行うもの等

がこれに当たること。 

 

     この点については、出張を行うこと自体は上記２(2)アで確認したとおり副市長に

より出張命令が適切に決裁されていることを踏まえれば、後続の手続に対する影響は

限定的であり、本件職員への旅費の支給金額に影響するものでもないことから監査対

象事項に直接関連するものではありませんが、制度の適正な運用を求めます。 

   ウ 支出命令 

     本件出張に係る支出命令の手続について、横浜市事務決裁規程に定められる決裁権

者により決裁されており、適正に行われていることが認められます。 

  (2) 本件出張に係る精算の手続について 

   ア 事務手続について 

     旅費手引きによると、旅費の概算払を受けた場合で、精算残金があるとき、航空機

を利用したとき又は宿泊料を支給したときのいずれかに該当する場合は、復命書とは

別に、概算払金の精算に係る報告書を作成し、精算を行うこととされています。この

ため、本件出張については精算残金があるため精算手続が必要であることが認められ

ます。 

     本件出張に係る精算について、横浜市事務決裁規程に定められる決裁権者により決

裁されていることが認められます。 

     一方、上記２(2)エで確認したとおり、手続に不足するところなどが見受けられま

す。これを整理すると、次の表のようになります。 

 

 

 

 



 

１１ 

 

会計規則等から想定される処理 本件旅費について行われた処理 

前渡金の精算 

（前渡金管理者の処理。旅費については、

領収書等を当該経費の前渡金管理者が保

管することをもって、前渡金の精算に代

える。） 

§会計規則第 47 条 

§会計事務要領 第３章 出納 第３節 支出 

行われていない。 

（前渡金管理者が職員に対して旅費

を支給した際に前渡金としての精

算を行うべきところ、精算残金の

戻入の手続として行われている。

一方、旅費を受領した職員の押印

がある「旅費請求書（兼領収

書）」が添付されている。） 

概算払の精算 

（概算払を受けた者の処理。旅費の場合、

精算残金があるとき、航空機を利用した

とき又は宿泊料を支給したときのいずれ

かに該当する場合、精算を行う。） 

§会計規則第 50 条 

§旅費取扱いの手引き ９ 旅費の精算 

行われていない。 

（前渡金としての精算と合わさった

ような形の精算が行われてい

る。） 

精算残金の戻入 

（精算残金がある場合は、精算の決裁後に

戻入納付書を発行（印刷）して、速やか

に、相手方に交付。概算払を受けた者

が、納付書により戻入） 

§会計規則第 50 条 

§会計事務要領 第３章 出納 第３節 支出 

本件職員が納付すべきところ、本件

職員の職場が本件職員の親族から精

算残金を受け取り、前渡金管理者が

納付している。 

 

     これらをまとめると、本件出張の旅費に係る精算は、性質的には概算払金の精算で

行うべきところ、前渡金の精算の手続と一部混同して行われたものと推測することが

できます。正しい事務処理としては、前渡金については会計規則第 47 条の定めに基

づき精算を行い、概算払金については会計規則第 50 条の定めに基づき概算払金の精

算として別に処理を行うべきです。 

     なお、会計規則第 47 条第３項に「前渡金管理者は、精算残金があるときは、速や

かに、これを戻入しなければならない。」とありますが、これは、本件職員等に旅費

として前渡金を払い出す段階の話であるため、本件では前渡金は全額払い出している

ため戻入は生じていないと考えられます。そして、この誤りがあるため、概算払をし

た旅費の精算残金の納人が、本来であれば本件職員となるところ、誤った形となって

いるものと考えられます。 

     また、戻入（納付）については、本来であれば精算の決定（決裁）後に市から戻入

義務者に通知をするものですが、起案文書には、領収印が押された納付書の領収書
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（納人保管用）が添付されており、決裁前に納付を行っていると考えられます。なお、

正しい手続として、精算の決裁後に発行された納付書により本件職員が納付した場合、

領収書は職員本人の保管すべきものとなるため、予算執行課では受入済通知書を保管

すべきものです。 

     そのほか、納付書兼領収書について、起案に添付された案と実際に使用されたもの

が異なっており、案としては納入通知書兼領収書が添付されていたことが認められま

す。 

     本件出張に係る精算については、上に指摘したとおり、事務手続としては複数の誤

りが認められます。しかし、これらの誤りは、本件職員への旅費の支給金額や返戻に

より横浜市に収納される金額に影響するものではないため、監査対象事項に直接関連

するものではありません。 

   イ 精算の考え方について 

     上記２(4)で確認したとおり、旅費支給規程第５条には、出張命令取消等の場合に

おける旅費の定めがありますが、払戻手続を行わなかった場合や、変更又は取消がで

きなかった場合のキャンセル料等の扱いについては明文の定めがありません。 

     制度所管部署である総務局労務課に確認したところ、本件職員が払戻手続を行えな

かったことはやむを得ない事情であるとして監査対象局が予約のために使用した額を

キャンセル料等として支給してよいと判断したことについて、不適切な扱いには当た

らないとのことでした。 

     一方で、普通地方公共団体の職員の損害賠償責任は、法第 243 条の２の８に定めら

れており、「（前略）資金前渡を受けた職員（中略）が故意又は重大な過失（現金に

ついては、故意又は過失）により、その保管に係る現金、有価証券（中略）を亡失し、

又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。（以下省

略）」とされています。 

地方自治法（抜粋） 

（職員の賠償責任） 

第 243 条の２の８ 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡

を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又

は重大な過失（現金については、故意又は過失）により、その保管に係る現金、有

価証券、物品（基金に属する動産を含む。）若しくは占有動産又はその使用に係る

物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければな

らない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接

補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失によ
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り法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団

体に損害を与えたときも、同様とする。 

 

     この考え方を踏まえて本件を検討すると、資金前渡を受けた本件職員が急きょ、私

傷病により入院したことを責めることはできず、また、本件職員に対し、この入院期

間中に払戻手続を行わせることもできません。そうすると、出張命令が取り消された

時点であれば払戻しを受けられたとしても、本件職員が故意又は過失によりこれを怠

ったと取り扱うことは適当ではないと考えられます。したがって、本件職員が払戻手

続を行えなかったことはやむを得ない事情であるとして予約のために使用した額をキ

ャンセル料等として支給してよいとする取扱いは、明文の定めがないものであっても、

旅費規程や、資金前渡を受けた職員の賠償責任といった法の考え方と比して支給の根

拠を欠くとまでは言えず、旅費を支給したことは違法又は不当な財務会計上の行為で

はありません。そして、旅費の支給が違法又は不当でないのであれば、当然に、市に

不当利得返還請求権は発生していないため、市長に財産の管理を怠る事実があるとは

認められません。 

 

 ４ 結論（棄却） 

   以上のことから、本件出張に係る旅費の支出等の手続のうち特に精算について事務的な

誤りが見られたものの、本件職員に資金前渡された旅費について制度に反して支給された

事実及び返還を怠っている事実は認められませんでした。したがって、市に不当利得返還

請求権は発生していないため、市長に財産の管理を怠る事実があるとは認められず、請求

人の主張には理由がないと判断しました。 

 

 ５ 意見 

   一般に旅費は、公務員が出張等を行った際に支出した経費に充てるために支給される金

銭であり、いわゆる実費弁償の一種と考えられます。旅費の取扱いに際しては、公務のた

め旅行する公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資

するとともに公費の適正な支出を図ることが求められます。 

   そのため、旅費支給に係る規程等の定め及び概算払による資金前渡を受けた際の精算等

について、次のとおり意見を付します。 

  (1) キャンセル料等について旅費支給規程に定められているところではありますが、本件
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のような不測の事態が発生した際にも各所属において滞りなく対応できるよう、旅費の

支給の定めや考え方について、制度所管部署が適切に示すことがより望ましいと考えま

す。 

  (2) 支出の意思決定に関わる職員においては、資金前渡や概算払の適正な事務処理に努め

るとともに、事務手続の誤りについては再発防止を図り、なお一層の努力をされるよう

求めます。また、制度所管部署においては、制度やシステムの改定・更新等により取扱

いが変わる際には、各所属において誤りが生じないよう、適切に事務手続等について示

すことがより望ましいと考えます。 

 

 ６ 判断の根拠とした書類 

  (1) 監査対象局提出分 

   ア 見解書 

   イ 令和７年 12 月 10 日監監第 785 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提

出について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

   ウ 令和７年 12 月 25 日監監第 833 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提

出について（依頼）」に対する回答及び提出資料 

  (2) 総務局労務課への調査分 

    令和７年 12 月 25 日監監第 834 号「住民監査請求に係る質問への回答及び資料の提出

について（依頼）」に対する回答 
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請求の内容 

＜請求の要旨＞ 

(1) 事案内容 

 ア 脱炭素・GREEN×EXPO 推進局長は、令和７年４月 30 日の正規の勤務時間に大阪市西区夢洲中に所

在する大阪・関西万博の会場視察をする計画を立て、横浜市会計規則第 43 条第１項第８号に規定

する乗車券の資金前渡について、前渡金管理者である脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推

進課長に公金を支出させました。 

  （脱Ｇ第 119 号令和７年４月 23 日） 

 イ それを受け、JR 東海道新幹線の乗車券及び指定席特急券を４月 25 日に事前購入し、大阪メトロ

乗車券分は、事前購入できないため、現金で所有していました。 

 ウ ところが、本人の私的な都合で視察を行いませんでした。 

 エ 当然に、横浜市会計規則第 47 条の規定に基づき精算を受けないといけないところ、市に返還し

たのは、旅費の日当分の 3,000 円と大阪メトロ乗車券往復分の 860 円(430 円×２)だけでした。 

   （資料－１ 旅費請求書兼領収書） 

 オ JR 東海道新幹線の 29,580 円の返還をしていない事実があります。 

 カ 乗車券の場合、新横浜－新大阪間の営業距離から４月 30 日から５月７日まで有効であり、事前

購入した４月 25 日以降、５月７日までなら往復それぞれ手数料 220 円を JR に支払えば、払戻し可

能です。 

 キ 特急券は、４月 28 日までなら 340 円の手数料の支払い、４月 30 日の視察当日であるなら出発時

刻までなら、額面の 30%の手数料を支払えば払戻可能です。 

 ク カ、キを履行すれば、本人都合による旅行中止であることからして、それら手数料分を本人が負

担するだけで、資金前渡された公金 29,580 円の返還が可能であったところ、それを怠ったもので

す。 

(2) 財務会計上の不当行為 

  横浜市は、29,580 円の損害をこうむったのは明らかであり、市長は、当該局長に対して、地方自治

法第 243 条の２の８第１項前段の資金前渡を受けた職員が過失により、JR 乗車券等の現金化を怠って

いることから、損害賠償請求をしなければなりません。 

(3) 市長に対する勧告事項 

  市がこうむった損害 29,580 円を当該局長に対して返還せよ。（原文ママ） 

 

（※事実証明書等は省略） 

 

別紙１ 

（令和７年 11 月 25 日受付 住民監査請求） 

※請求人から提出された横浜市職員措置請求書の概要 
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陳述の概要 

１ 請求人の陳述 

○ 請求人 

2027 年３月から横浜上瀬谷で園芸博覧会が行われます。その事業を担当している副市長が、いろい

ろ課題がございまして、それを令和７年３月から始まっている大阪関西万博の会場に見学をしながら

という感じで状況を視察することになりました。 

どういう課題があるのかといえば、特に交通アクセスが問題になっております。それは相鉄瀬谷駅

から上瀬谷まで距離が２キロあるんですけれども、当初は鉄道を延長させようという計画がございま

したが、それに賛同する鉄道会社がいなくて、それじゃという形で瀬谷駅と三ツ境駅、JR 横浜線の十

日市場駅、東急電鉄の田園都市線の南町田駅からシャトルバスを増強して運行するという形になるん

ですが、使う環状四号線というのは、市民も生活道路として使っていることもあって、かなりの渋滞

が出るんじゃないかということで、今は高架橋を作ったり、いろいろ算段をしているところでござい

ます。そして徒歩で行くとなると、２キロを歩くとなると、かなり普通に歩いて 30 分、子供連れだと

40、50 分かかると。しかも夏の暑い盛りに行いますんで、暑さ対策をどうするのか、この大きな二つ

の課題がございまして、先行する関西万博を視察見学するという形になりました。 

副市長が出張に行くときには、ここ桜木町の８階にある政策経営局の秘書課というところに、副市

長専属の秘書として担当係長がおられまして、彼が新幹線の移動だとか、現地でのサポート、それを

秘書的な役割で随行するという形になってございます。そして、今回の所管が脱炭素・GREEN×EXPO 推

進局ということでございまして、そこの局長が現地で合流するということと、局の職員５名が合わせ

て、万博会場で実際の状況を見学したり、副市長に説明をしたり、そういう対応をするということ

で、総勢８名が、５月の連休の真っただ中の４月 30 日に日帰りで出かけるということになりました。 

当然その出張の旅費とかが必要になりますので、副市長と局長は、地方自治法施行令第 161 条及び

横浜市会計規則の 43 条の８項に基づいて、JR のチケットだとか、そういう鉄道を購入するための資金

を４月 23 日に起案しまして、資金前渡でもってお金を預かって、４月 25 日に前渡金管理者として

GREEN×EXPO 推進課長に公金が入金され、JR のチケット等を購入するという形になって、この２名が

それであらかじめ JR のチケットを手配しましたと。で、残りの方々は資金前渡をしないで自分のお金

でチケットを購入して、後でその金額を公金でいただかなきゃいけないんで、支出命令書を書いて、

実際旅行したのは４月 30 日なんですけれども、お給料と一緒に振り込まれたのが、６月の、まあ２か

月ぐらい後になってお金が振り込まれたという形になってございました。 

それがきっかけなんですけれども、実際に４月 30 日になって局長が万博会場に行けなくなったとい

うことになりまして、そうしたらお金を預かっていて、チケットを購入しているんで、その分を返還

しなきゃいけなくなると、これはあの資金前渡というものは、いわば預かり金のようなものであっ

て、もしその旅行をしたとしても、その後で必ず精算というのがあるんですよ。だからその精算をや

らなきゃいけないんですけれども、その精算というのは、旅行が終わった後、用件が終わった後、14

日以内にしなければいけない。ところが、それよりも遅くなってしまったと。で、かつ決裁が下りた

のは６月になってからだということで。これは私が行った開示請求で判明したんですけれども、これ

（令和７年 11 月 25 日受付 住民監査請求） 

※請求人及び関係職員による陳述の概要 

※氏名等は不表示処理をしています 

別紙３ 
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はどうもそういう現金の取扱いが少しおかしいんじゃないかということで、その後、根掘り葉掘りこ

う調べてみましたら、やはり、なぜ急に行けなくなったのか、その辺の事情がよくわからないまま、

下手をするとそのまま、ほうたらかしになっていた可能性もあるんですけれども、なんとか、精算し

なきゃいけないから時期が遅れたにしろお金は返しましたと。 

返したお金は何を返したかといえば、鉄道の JR の方は返さなくて、旅費には日当が出るんですけれ

ども、局長の場合は１日 3,000 円、これはお昼代とかですね、雑費、それを含めて定額で出るんです

けども、それを返したということ。あと、新大阪駅から万博会場までの地下鉄を乗るんですけど、そ

れは事前に予約もできないということもあって、それの往復分だけを返したということになると、じ

ゃあ、JR の約 29,000 円分あるんですけれども、それを返さなかったのは、それはおかしいんじゃない

かということで、今回の住民監査請求になったんだということでございます。 

なぜそういうふうになってしまったかというのをいろいろ考えてみますと、払戻しというのは当然

あるんですよ、JR のチケットでも。例えば、出発日の４日前以上であれば手数料 220 円だとか、新幹

線の指定席のチケットも 30%とかそれぐらいの手数料を取られるんですけれども、払戻しもできるんだ

と。ただ、指定席の場合はその日をその時刻を過ぎちゃうと払戻しもできないとか、そういう制約が

あるんですけれども、局長の御家族の方とか、御本人も都合をつけてですね、JR のみどりの窓口に行

く必要がなくて、例えば根岸線でも近くの根岸駅だとか、普通の、みどりの窓口のないところでも、

指定席発券機というのがございまして、そこで自動的に払戻しもできるという仕組みになっていて、

少し足を伸ばせば、本人負担額は少し少なくなった状態でその 29,000 円が返せたんじゃないのかと。

なぜそれをしなかったのかというのが非常に疑問なところがございました。 

追加証拠で提出はしたんですけれども、そこの中で考えてみると、どうも局長が一番トップなん

で、立場的には理事相当職で非常に一番偉い人だから、下の方があれこれこうサジェスチョンができ

なかったんじゃないのと。で、こんな形になっちゃったんじゃないのというような思いがありまし

て、追加証拠というのでお出ししました。 

何を言いたいのかといえばですね、局長の場合はもらった、預かったお金で、桜木町でチケットを

購入したんじゃなくて、関内で購入をしているんだと。なんでそんなところで購入したかわからな

い、どこで居住されているかわからないんですけれども、普通考えたら桜木町なのになんでだろうな

というのが、ふと疑問になって、同時に行こうとしていた副市長さんの旅費請求書を開示請求で手に

入れてみましたら、普通は大阪方面の東海道新幹線を使う場合は、最寄りの駅というのは新横浜であ

るはずだと。ところが、副市長の場合は小田原から乗っていると。わざわざ根岸線と東海道本線を使

って小田原まで行って乗っていると。多分、議員の方だと行政視察で新幹線使われることがあるんで

すけれども、それも全部、新横浜から出ているのになんでなんだというのが大きな疑問になっていま

してね。で、今お話しした秘書の係長さんの方の旅費請求書、これも資料４番にありますけれども、

これも出発の往路は小田原だと。で、帰りは副市長と一緒しないで、のぞみ号で新横浜に戻ってきて

いるということで、どうも本当に、秘書と言いながら行きはそういう仕事をしているのかもしれない

けれども、帰りは違った帰りで帰っているんだなというふうなこともございました。 

そして議員さんがやっている行政視察では、議会局の随行員もグリーン車に乗っているんですけど

も、この係長さんは秘書でもあるにもかかわらず、グリーン車に同乗していないと。これなんでだろ

うというのがね。私も議員さんの行政視察の開示請求もいろいろやっているんですけれども、本物の

秘書さんがなぜ接遇しないのかと。副市長さんにね。いろんな先々あの相手方の状況とかの説明とか
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もしなきゃいけないのに、なぜ乗らないのかなというのが、不思議だなというふうに思っておりまし

た。 

そして先ほども申しましたが、秘書さんと随行員の方、５名については、自分のお金で立て替え

て、JR のチケットを購入したり、いろいろしていて、２か月後にお給料と一緒に戻ってきたというふ

うなのが、本当に御本人にとっては負担じゃないのかなと。なぜ資金前渡をね、その費用をもらって

行かなかったのかというのが、一番また不思議なところだと。なんでこんなことになっているのかと

いうのも先々また追求しなきゃいけないなとは思ってはいるんですけれども。この旅費に対する対応

が、そういう理事の方だとか、常任特別職の副市長さんには、ちゃんと資金前渡で先にお金を払っ

て、そうじゃない方々は自分で身銭を切らせて、チケットを買わせて行かせているのかというふうな

のがね、市民の目からしたら非常に違和感があるなというふうに思っておりました。 

そして、ちなみに局長がなぜ急にいけなくなったのかというのが不可解だなということで、開示請

求で出退勤管理簿というのを開示請求してみたところ、局長は令和７年４月から異動されてきている

んですけれども、その管理簿の中に米印がついていますと。この米印というのは、本来は御本人が貸

与されている IC カード、それを出退勤カードリーダーにかざして、御自身がやらなきゃいけないのを

やらないで、出退勤カードじゃなくて普通の庶務事務システムで手入力で入れていると。それを本人

がわざわざ機械を動かしてやっているのか、局長さんには多分、秘書的な方もいるかもしれないん

で、例えば総務課の係長とかが代わりに入れているのであるとすると、それじゃあこの出勤簿と退勤

簿が本当に合ってるかどうかもわからないなとかね。 

あとこれを見てみますと、令和７年４月なんですけれども、休暇とかそれが非常に多いと。まあお

忙しいので、こうなのかどうかわかんないですけども、月あたりの出張の時間なんかたった５時間位

が１回位で、それ以外はどうもお休みが多いなということも気がつきました。そして、４月 30 日は出

張日だったんですけど、その前日、まあ休日になっているんですけれども、その前の 28 日もなんかお

休みなのか振替なのかで休んでおられたということもあって、どんな事情で行かれなくなったか分か

らないんですけれども、出退勤管理簿を見ると、今私がお話しした近所の JR の駅だったらどこでも指

定席発券機があって、みどりの窓口で並ばなくても簡単にできるのに、なぜそれをしなかったかとい

うのが不思議でたまらないというところなんです。 

実際、服務規定から言いますと、本人がやらなきゃいけないのをもし他の人がやっていると服務規

定違反であろうし、なぜそういうことをしているのか。まああの一番偉い方だから、総務課のそうい

う秘書的な仕事をしている人が気を利かせたのかわからないんですけれども、やはりこういうところ

もちゃんとしていかないと、よろしくないんじゃないかなというふうに思っている次第でございま

す。 

まとめますとですね、いろんな結果があるかもしれないんですけれども、少なくともこの 29,000 円

は、本人の都合でもし行けないんであれば返さなきゃいけないし、例えば、市が違う公務を指示をし

て行けなくなったのであれば、当然返す必要はないわけですよね。あとそういう不可抗力的な事件で

行けなくなったんだったら、返さなくてもいいかもしれないんですけど、本人の都合であるんであれ

ば当然返さなきゃいけないなというふうに思います。で、もう一つ最後に付け加えたいんですけれど

も、副市長の方も資金前渡で、実際に彼は万博会場に行かれましたと。で、戻ってきた場合に先ほど

もお話ししましたが、公金を預けた形になっているんで、例え残金がなくても精算手続はしなければ

いけないんですよ。残金ゼロという手続をしなきゃいけないんです。 
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それをしてないんじゃないかということを担当の GREEN×EXPO 推進課の方に話をしましたら、いや

残金がゼロだからやらないんですというのを軽く言われたんですけど、よくあることは日当なんです

けれども、相手方の万博の担当者がお昼ご飯を御馳走したりなんかした場合は、日当を半減しなきゃ

いけないんですよね。で、それは本人しか知らないというか関係者しかわからないんですけど、ま、

本人はちゃんとそういうことになりましたっていったら半減する手続しなきゃいけないんですよ。そ

れが精算なんですけどね。最大預かったものに対して、それで減額されるようなケースも十分起こり

得るんですけど、まあそれも何も考えないで手続を怠っていましたということになると、それもおか

しいねと。 

実際港湾局の例があるんですけど、海外出張を前渡金で受け取って精算をしなかったと。私がそれ

を指摘して調べたら、やはり残金ゼロでもしなきゃいけないということで、２年後に精算の手続をし

たということもあって、今回どうもあの GREEN×EXPO 推進課というか、この旅費を担当したところが

そういうルールも知らないんじゃないのかなというのがございましてね。まあ、今回これを機に旅費

支給手続というのは何なのかというのを、一から勉強し直した方がいいんじゃないかというのを最後

に伝えさせていただきたいと思います。以上。 

 

２ 関係職員の陳述 

○ 関係職員 

それでは、見解書を用意いたしましたので、それを読み上げる形でご説明させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

（「別紙２ 見解書」に基づき陳述） 

 

３ 監査委員から関係職員への質問 

○ 前田監査委員 

局長の体調不良とか入院は、見解書を見る限りだと５月７日まで、なかなか大変な事情があったと

いうことなんですけれども、客観的資料とかは確認されたりとか、体調不良とか入院とかですね、さ

れていますか。 

○ 関係職員 

病気休暇を取得するために診断書をもらっておりますので、客観的資料に基づいた事実として確認

をしております。 

○ 前田監査委員 

乗車券の払戻しが問題になるんでしょうけれども、５月７日まで、とてもではないけれども、そん

な事務手続を取るような、まあ体調ではなかったというのは、そういう診断書で確認されたというこ

とですか。 
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○ 関係職員 

はい。 

○ 前田監査委員 

それから、12 月 19 日に請求人から追加証拠申出書というのが出されていまして、見解書はそれを踏

まえていない部分があるとは思うんですけれども、そういう意味では今お答えになれるかどうかも含

めてご検討いただいた上での質問ということになりますけれども、追加証拠申出書の、本件には関係

ない話が出ているとは思うんですが、どうも局長が出退勤カードリーダーを通さないで出退勤の管理

をしていたように、請求人はそう主張するんですけれども、これについてはどうですか。 

○ 関係職員 

はい。出退勤時刻の欄にアスタリスクのマークが記録されているということは、職員証による出退

勤カードリーダーを通していないというところになりますが、総務課の職員で管理をしておりまし

て、その時刻を記入しているというところでございます。 

○ 前田監査委員 

局長であれば常にこういう方法がとられているんですか。カードリーダーを通すだけだったらそれ

ほど手間とは思えないんですけれども、局長の場合はそういう扱いを横浜市ではやっている、そうい

うことですか。 

○ 関係職員 

他の人においてはどのように扱っているかというのは存じ上げませんが、この出退勤時刻管理簿に

おいて、その登録されていることに関しては、総務課の職員が入力しているというような状況にござ

います。 

○ 前田監査委員 

そのカードリーダーを通す、それほどの手間じゃないと思うのですけれども、どうしてしてないん

ですか。 

○ 関係職員 

この時はですね、例えば出勤してすぐにですね、対応しなければならない事案があったとかです

ね、そういったことがございましたので、そのような手続をとったというところでございます。 

○ 前田監査委員 

この資料を見ると、４月は全部そうなっていますよね。 

○ 関係職員 

はい。 

○ 前田監査委員 

３月はどうだったんですか。３月も同じだったんですか。 

○ 関係職員 

３月においてはちょっとすいません。今資料がございませんので確認ができません。 
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○ 前田監査委員 

要はカードリーダーを使用するのが原則なのか。例外なのか。それはどっちですか。 

○ 関係職員 

出退勤カードリーダーを通すことが原則だというふうに承知しております。 

○ 前田監査委員 

そうすると例外的な扱いがもう常態化しているってことですか。 

○ 関係職員 

例外的な扱いにはなりますけれども、局長の勤務の状況等を鑑みて、その場でこのように対応した

というところでございます。 

○ 前田監査委員 

さっきの質問に戻りますけれど、カードリーダー通すっていうのは、そんな手間でも何でもなく

て、入口を入った段階でやればいいものを、なんで全部わざわざ、他の職員に命じて手動でやるの

か。結局その命じられた職員の手間が発生するわけですけれども、どうしてこういうことが行われて

いたんですか。 

○ 関係職員 

理由については申し訳ございませんが、ちょっと今、私の方では存じ上げていません。 

○ 前田監査委員 

今の段階で答えるっていうのは無理難題だと思うんですけれども。あとで、その点について説明す

るとかは可能ですか。 

○ 関係職員 

経緯も含めまして、確認をさせていただければと思います。 

○ 前田監査委員 

まあ今ちょっと質問したのは本件請求とは関係ない話ですけど、監査委員っていうのはまあ一応、

請求とは関係なしに監査可能なんで、お聞きしただけですので、もし改善の可能性があるならば、前

向きに対応していただけますでしょうか。以上です。 

○ 高品監査委員 

先ほど請求人からいろいろ質問が出たんですが、その中で、行きは小田原から乗車しているとか、

そういう事実は御存知なんですか。新横浜からの切符を買ったんですよね。 

○ 関係職員 

いえ、あの切符は小田原から。 

○ 高品監査委員 

小田原からなんですね。本人からそこからしてくれっていう話が出て。 
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○ 関係職員 

はい。 

○ 高品監査委員 

秘書はグリーン車は利用していないということですが、ルールでは秘書もグリーン車を利用するこ

とになっているんですか。 

○ 関係職員 

本市のルールではですね。労務課に確認しましたけれども、随行がですね、同席する必要があれば

グリーン車なんですけど、基本は、一般職員は普通車に乗るというのが通例です。 

○ 高品監査委員 

さっき話も出たかと思いますが、資金前渡させた理由っていうのは本人から要望があったっていう

ことですか。 

○ 関係職員 

そうですね。計画的な旅行の実行ということで。 

○ 高品監査委員 

市のルールだと、本人が立替払して、後で精算するっていうルールになっていますよね。上の人

は、そういうのは例外になっちゃうんですか。 

○ 関係職員 

本人がそういう要求だったので、そういう対応をしたと。 

○ 高品監査委員 

そうですか。それは誰でも理由を付ければ認められるんですか。 

○ 関係職員 

はい。理由があれば。 

○ 高品監査委員 

ほかにやっている人もいるんですか。資金前渡してくれと。 

○ 関係職員 

全てのケースは私どもでは把握していません。今回は、なかったと。 

○ 高品監査委員 

あと、みどりの窓口で購入しなかったのはなぜかという御質問がありましたね。請求人から。 

○ 関係職員 

桜木町駅で購入しなかったのがなぜかという質問だと思うんですけれども、払戻しはみどりの窓口

ですとか、みどりの窓口がない駅でも可能であったというような御指摘だったかと思います。 
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○ 高品監査委員 

副市長の話がありまして、残金ゼロだったから精算していないっていう話ですが、これは残金ゼロ

の場合は、精算書は書かなくていいということですか。 

○ 関係職員 

そこの点は後で確認します。 

○ 高品監査委員 

お昼代は他の人が払ったんですか。日当の中にお昼代は入っていて、本人は先にもらっているわけ

ですよね。 

○ 関係職員 

副市長は出張に行っているので、日当は受け取っていて、お昼代も含めた現地での活動のための費

用が日当です。 

○ 高品監査委員 

請求人の質問は、お昼代は地元の人が負担したんでそれを返さなきゃいけないっていうことは。 

○ 関係職員 

請求人の御質問は、そういったケースもあり得るので、精算が必要なのではないかという御質問だ

ったかと思います。今回の件について、副市長が、その日当の中から昼食代を支弁したのか、現地の

方からそういう昼食の提供を受けたのかということは、今現時点では手元の資料ではわかりませんの

で、改めて確認をいたします。 

○ 高品監査委員 

以上でございます。 

○ 瀬之間監査委員 

局長の件ですが、４月 30 日の朝６時に担当係長が局長の家族から体調不良の電話連絡を受けたとい

うふうにここに書いてあるんですが、この時点で担当係長は、旅費の返還の件ですとかね、そういう

ことに気付かなかったんでしょうか。お話をされなかったんでしょうか。 

○ 関係職員 

その時は、会話としてはしておりませんが、実際として行かないということになるならば、その返

却ということはしなければならないという頭はございました。 

○ 瀬之間監査委員 

頭はあったんでしょうけども、次の連絡は５月 12 日ですよね。かなり期間が空きすぎていると思う

んですが、その間、返還する期日も迫ってきている中で返還してもらわなきゃいけないっていうよう

な、お伝えをしなきゃいけないというような考えはなかったでしょうか。 

○ 関係職員 

電話を４月 30 日に受けた際もそうですが、非常に切迫した状況だというふうに感じておりまして、

５月６日に総務部長が本人に状況の確認をしておりますけれども、そのようなですね、事務的な会話
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をすることが非常に困難な様子だという判断をしておりまして、５月 12 日になったというところでご

ざいます。 

○ 瀬之間監査委員 

副市長の件なんですけども、小田原からというのは、どういう経緯でなったんでしょうか。 

○ 関係職員 

本人の自宅などから一番合理的な経路であったと、まあ安くもありますし。 

○ 瀬之間監査委員 

わかりました 

○ 麓監査委員 

今回の件だけに限らず、請求人の方から、前渡金も必ず精算するものであるというふうなお話があ

って、港湾局の例などもお話がありましたけれども、局としても、これは必ず今回の件に限らずに、

必ず精算するものであるという認識でいらっしゃるということでよろしいでしょうか。 

○ 関係職員 

今回の御指摘も踏まえて、改めて局内で確認をしてまいります。 

○ 麓監査委員 

ぜひお願いしたいと思いますし、副市長は行かれたわけですけれども、そちらが精算されているか

どうかということは、局ではわからないという状況でしょうか。 

○ 関係職員 

精算は、まず前渡金の精算はしているんですけれども、返還のお金があったものについて精算をし

ているということで、副市長については返還されるものがないと、予定どおり、計画どおり出張して

全て消費しているので精算という形をとって、その金額を入れた形のゼロ円の精算というのはしてな

いと。 

○ 麓監査委員 

わかりました。今、部長からお話があったように、局としてもう一度確認をするということでござ

いましたので、市民の方から疑義が持たれないような状況がきちっと作り出されればいいなというふ

うに思っています。 

 

４ 請求人の意見表明 

○ 請求人 

まず、局長が、４月 29 日に急病になったというお話なんですけれども、出退勤管理簿を見てみます

と、この４月の段階でも振替休暇か何か知らないけれども、午後はずっとお休みだとか、12 件ぐらい

ありますね。なんかお休みが多いんじゃないのと。急病っていうよりか、もともとそういう体調的な

ものがよろしくなかったんじゃないのというふうなことが見て取れますねと。 
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それと先ほども申しましたが、みどりの窓口というのが今混んでいるというか、JR の方針で人を減

らそうということで、指定席券売機というのを各駅に設けるようになって、誰でも払戻しもできます

よと、何も御本人でなくても航空券のような、人が決まっているとか、そういうあれでもないので、

誰でも払戻しすることが可能なんですよ。だから、瀬之間委員が質問されたように、御家族に、それ

じゃあもうあの前渡金渡してるんで、それの切符を払い戻してくださいとひとこと言えば、御家族が

代わりにやるのが、まあ普通じゃないのと。 

それと急病といっても出張する前段階で、スーツの準備だとか、いろんなことをやるわけだから、

御家族もそういうチケットを持っているということも認識しているはずなんだから、すぐに対応でき

るんじゃないかと。だから所管局の、今回の見解書の説明でどうも家族との関係性をしっかり説明し

ていただいてないなというふうな気がします。 

それと、出退勤管理簿については、こちらは令和６年４月から全部開示請求で毎月の分を手に入れ

てますけれども、もう当初からこの庶務事務システムで手入力でやっていると。これはもう毎日毎日

ずっと続いているということなんで、それが元々おかしいんじゃないかと。 

こちらは他の理事の皆さんのも全部もらっているんですけど、彼らはこういうことはもうほとんど

ないです。全部 IC カードリーダーで出退勤をやっておられて、ちゃんと服務規定上も問題がございま

せんでした。 

そして先ほども申しましたが、この資金前渡の場合は必ず精算をすると。たとえゼロであっても、

支出内訳書というものを概算金残高ゼロというので、ゼロはゼロでもゼロというのを並べると、これ

は議員がやっている行政視察でも全員そういう形になっていて、全て支払額と支出額がバランスがち

ゃんと取れているというのを証明して、精算というものを議会局が出しています。 

今更そういうことを調べてみますというよりか、これはもう確固としたルールなんですよ。前渡金

は精算が必ずあるというものはね。だから知らないというわけにもいかないと思いますし、発言され

たあの総務課の課長もそうかもしれないんですけれども、もともと他の局にもおられたわけで、この

GREEN×EXPO は急にできた組織なんですよ。もともと他のところの局の方では、全員がそういう IC カ

ードリーダーを使っていて、服務規定をちゃんと順守していると。かつ、先ほども申しましたが、港

湾局では、前渡金の場合は精算というのはセットになっていて、２年間忘れたということで、これは

コンプライアンスの方に事務ミスだというのと届けろというふうにお話ししています。それとちょっ

と時間が足りないので書いたものでお送りします。 

（※意見表明時間（５分）超過のため終了） 
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